
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」の

実
現
に
向
け
て

　
高
齢
化
の
進
行
を
背
景
に
、ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
や
高
齢
者
の
み
世
帯
、

認
知
症
高
齢
者
の
増
加
、高
齢
者
虐
待
の
深
刻
化
な
ど
が
社
会
的
な
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。市
で
は
、そ
れ
ら
の
社
会
的
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、「
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」の
実
現
に
向
け
た
、さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
進
め
て

い
き
ま
す
。こ
の
特
集
号
で
は
、「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」の
概
要
や「
第

5
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」に
お
け
る
具
体
的
な
取
り
組
み
、介
護
保
険
料
の

改
定
、介
護
保
険
制
度
の
主
な
改
正
点
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　「地域包括ケアシステム」とは、生活上の安全・安心・健康を確
保するために、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが、日
常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供されるような地域の体
制のことです。そして、「地域包括ケアシステム」を実現するために
は、次の５つの視点での取り組みを進めることが必要です。

①医療との連携強化
②介護サービスの充実強化
③予防の推進
④見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確
保や権利擁護など
⑤高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まい
の整備

「地域包括ケアシステム」を実現するための５つの取り組み

　そこで市では、今年度からスタートする「第５期介護保険事業計
画」において、主に次のような取り組みを進めます。

　その他にも、訪問リハビリテーションやショートステイの
充実、権利擁護の推進などに取り組むほか、「高齢者計画」にお
いてもさまざまな取り組みを進めていきます。

　市では平成24年度から26年度まで
の高齢者施策や介護保険事業の運営方
針を定めた「八王子市高齢者計画・第５
期介護保険事業計画」を策定しました。
この計画は市役所１階高齢者支援課、
市政資料室、各地域包括支援センター、
市の4つの図書館と北野分室、市の
ホームページでご覧になれます。問い
合わせは高齢者支援課（☎620・7294、
FAX624・7720）へ。

八王子市高齢者計画・第５期
介護保険事業計画を策定し
ました

◦地域包括ケアシステムの実現に向けた基盤整備…日常
生活圏域を15圏域に設定し、「地域包括支援センター」を
３か所増設して１５か所に
◦認知症高齢者の生活支援…「認知症高齢者グループホー
ム」を３か所増設して21か所に
◦ひとり暮らし高齢者や医療ニーズの高い要介護者への
支援の充実…医療と介護の連携の強化のために新たに
創設された、２４時間対応の「定期巡回・随時対応型訪問
介護看護」を５か所、小規模多機能型居宅介護と訪問看
護の「複合型サービス」を２か所新設
◦介護サービスの充実強化…「特別養護老人ホーム」を３００
床、「介護老人保健施設」を１００床増床、「小規模多機能
型居宅介護」を３か所増設

「地域包括ケアシステム」とは

「第5期介護保険事業計画」の主な取り組み

介護保険特集号
皆さんと市政をつなぐコミュニケーション情報紙

生活支援
介護 医療

住まい 予防

4.1
2012

（平成24年）
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さ
れ
ま
す
。ま
た
、要
介
護
認
定
者
数
に
つ

い
て
も
、毎
年
増
加
が
見
込
ま
れ（
図
1
）、

こ
れ
に
伴
い
、介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

経
費（
保
険
給
付
費
）も
増
加
し
て
い
き
ま
す

（
図
2
）。

　

物
価
の
下
落
傾
向
、介
護
事
業
者
の
経

営
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
を
支
え
る
介
護
人
材
を
確
保
す
る

た
め
、平
成
23
年
度
ま
で
に
比
べ
て
＋
1.2
％

の
増
改
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。ま
た
、人
件

費
の
地
域
差
を
適
切
に
反
映
す
る
た
め
の

介
護
報
酬
の
地
域
区
分
や
上
乗
せ
割
合
の

見
直
し
が
行
わ
れ
、本
市
に
お
い
て
は
、平

成
23
年
度
ま
で
の
10
％
の
上
乗
せ
か
ら
、

12
％
の
上
乗
せ
と
な
って
い
ま
す
。

　

本
市
の
高
齢
者
人
口
は
、団
塊
世
代
の

高
齢
期
突
入
に
よ
り
急
速
に
増
加
し
て
い

く
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。高
齢
化
率
は
現

在
の
20・8
％
か
ら
、平
成
26
年
度
に
は
23・

4
％
に
上
昇
し
、さ
ら
に
平
成
29
年
度
に
は

市
民
の
四
分
の一が
高
齢
者
と
な
る
と
推
計

　
介
護
保
険
に
か
か
る
費
用
の
う
ち
、半
分

は
被
保
険
者
の
方
々
の
支
払
う
保
険
料
で
、

残
り
の
半
分
は
国・
都・
市
の
公
費
で
ま
か

な
っ
て
い
ま
す
。平
成
24
年
度
か
ら
26
年
度

ま
で
の
3
年
間
に
必
要
と
な
る
費
用
は
約

９
８
８
億
円
と
推
計
さ
れ
ま
す
。こ
の
う
ち

の
21
％
が
65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
負
担

と
な
り
ま
す（
図
3
）。

　

な
お
、65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
は
、

（
図
4
）の
計
算
式
で
算
定
し
ま
す
。

　

以
上
に
よ
り
、第
5
期
保
険
料
は
増
改

定
と
な
り
ま
す
。市
民
の
皆
様
に
は
ご
負
担

を
お
か
け
し
ま
す
が
、介
護
を
必
要
と
す
る

方
に
安
定
し
た
保
険
給
付
を
提
供
す
る
た

め
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
介
護
を
必
要
と
す
る
方
が

　
増
え
て
い
ま
す

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま
す

国（調整交付金）
　　5％

国
20％

都
12.5％

市
12.5％

40〜64歳の
方の保険料
29％

65歳以上の
方の保険料
21％

【図3】 介護保険の財源構成

【図4】 基準額計算式

基準額計算式

基準額

（給付費総額）×21％＋※1調整交付金不足額−※2基金取崩額

八王子市の65歳以上の人数

※1　調整交付金不足額
　国の負担割合25％のうち5％（全国平均）は区市町村の財
政格差を補正する調整交付金として支出されます。調整交
付金は要介護・要支援となるリスクが高まる後期高齢者の
割合や所得段階別人数により算定され、都市部では全国水
準よりも後期高齢者割合が低い場合や所得段階が高い場
合が多いため、調整交付金の割合が5％を下回る傾向にあ
ります。八王子市でも調整交付金の割合が5％を下回って
おり、不足分は65歳以上の方の保険料に加算されることと
なります。
※2　基金取崩額
　介護保険を安定的に運営するため、都道府県、区市町村
にそれぞれ基金が設けられています。平成24年度からの3
年間は、市の基金取り崩しと都の基金の特別取り崩しによ
る計4億6千万円を保険料の軽減にあてています。

【図1】 八王子市の要介護認定者数と高齢化率の推移
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第4期実績 第6期推計第5期計画

30,000 35.0

10,000

20,000

25,000 30.0

25.0

20.0

15.0

5.0

10.0
5,000

0 0

15,000

（人） （％）

認定者数 総人口に占める65歳以上の人口割合（高齢化率）　　（各年度9月末時点）

18,334 19,175 20,076 21,372 22,362 23,242 24,283 25,350 26,431

20.0 20.5 20.8 21.7 22.6 23.4 24.1 24.6 25.0

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

（見込み）

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度
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【図2】 八王子市の保険給付費の推移
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◆
介
護
報
酬
の
改
定

◆
介
護
保
険
の
財
源

◆
第
5
期
保
険
料
に
つ
い
て
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◆保険料は１４段階に
　算定された基準額（八王子市の基準額は年額５８，８００円）をもとに、一人ひとりの収入の差を考慮して所得段階別に
保険料を決定しています。平成２４年度から２６年度については、所得段階の区分を１４段階に増やすことで、よりきめ細
かく保険料を決定するとともに、所得が低い方の負担に配慮しています（図5）。

◆65歳以上の方が納める保険料の使い道
　基準額を月額換算すると４，８９８円になります。この基準月額を例にとると、保険料は、図6のとおり使われています。

◆詳しい通知書は７月上旬に
　６５歳以上の方の平成２４年度の保険料に関する通知書は７月上旬に個別にお送りします。決定した保険料額や納め
方などの詳細は、こちらの通知書で確認してください。
問い合わせは介護保険課（☎620・7415、FAX620・7418）へ。

介護保険料の所得段階設定について

【図5】　65歳以上の方の介護保険料
旧保険料

（平成23年度まで） 新保険料（平成24 〜26年度）

所得段階 保険料
年額（円） 所得段階 対象になる方 算定方法 保険料

年額（円）
第1段階 22,600 第1段階

本
人
が
市
民
税
非
課
税

・生活保護受給の方
・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 基準額×0.45 26,500

第2段階 22,600 第2段階 世帯全員が市民税非課税で、
課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方 基準額×0.45 26,500

第3段階 32,700
特例

第3段階
世帯全員が市民税非課税で、
課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円超、
120万円以下の方

基準額×0.60 35,300

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、
第2段階、特例第3段階に該当しない方 基準額×0.65 38,200

特例
第4段階 45,300 特例

第4段階
世帯に市民税課税の方がいて、
課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の方 基準額×0.90 52,900

第4段階
（基準額） 50,300 第4段階 世帯に市民税課税の方がいて、

特例第4段階に該当しない方 基準額 58,800
第5段階 55,300 第5段階

本
人
が
市
民
税
課
税

合計所得金額が125万円未満の方 基準額×1.10 64,700

第6段階 60,300
第6段階 合計所得金額が125万円以上190万円未満の方 基準額×1.25 73,500
第7段階 合計所得金額が190万円以上250万円未満の方 基準額×1.40 82,300

第7段階 70,400 第8段階 合計所得金額が250万円以上350万円未満の方 基準額×1.55 91,100

第9段階 合計所得金額が350万円以上500万円未満の方 基準額×1.70 99,900第8段階 80,500

第9段階 90,500 第10段階 合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 基準額×1.85 108,700

第11段階 合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.10 123,400第10段階 100,600
第11段階 115,700 第12段階 合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額×2.35 138,100

【図6】 基準月額の内訳

居宅
サービス
給付費
1,842円

介護保険料
4,898円

の内訳

地域密着型介護
サービス給付費
335円

施設
サービス
給付費
1,613円

住宅改修 24円

ケアプラン作成費 209円
その他 218円

地域支援事業費 118円

調整交付
金不足額
539円

居宅サービス
通所介護・訪問介護や
福祉用具のレンタル・購入など

地域密着型介護
サービス
夜間対応型訪問介護・
小規模多機能型居宅
介護など

施設サービス
特別養護老人ホーム・
老人保健施設など

地域支援事業費
介護予防のための各種教室・ボラ
ンティアポイント制度の実施など
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サ
ー
ビ
ス
の
提
供
実
態
を
踏
ま
え
、ま

た
、限
ら
れ
た
介
護
人
材
の
効
果
的
活
用

や
利
用
者
負
担
の
軽
減
な
ど
を
図
る
た
め
、

訪
問
介
護
や
通
所
介
護
の
介
護
報
酬
算
定

上
の
時
間
区
分
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、こ
の
見
直
し
は
、ニ
ー
ズ
に
反
し
て

見
直
し
後
の
時
間
に
合
わ
せ
な
く
て
は
な

ら
な
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。自
分
に
と
っ

て
、よ
り
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
と
相
談
し
、こ
れ
を
機
会
に
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
時
間
を
見
直
す
こ
と
も
、従
来
の
利

用
時
間
を
継
続
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
介
護
保
険
施
設
の
個
室
ユ
ニッ
ト
化
の
更

な
る
推
進
策
と
し
て
、※
第
3
段
階
に
該
当

す
る
方
が
ユ
ニッ
ト
型
個
室
を
利
用
す
る
際

の
居
住
費（
滞
在
費
）の
負
担
限
度
額
が
1

日
あ
た
り
、千
６
４
０
円
か
ら
千
３
１
０
円

に
引
き
下
げ
ら
れ
、さ
ら
に
利
用
者
負
担
が

軽
減
さ
れ
ま
し
た
。

　
※
第
3
段
階
…
世
帯
全
員
が
市
民
税
非

課
税
で
生
活
保
護
や
老
齢
福
祉
年
金
を
受

給
さ
れ
て
い
な
い
、課
税
年
金
収
入
額
と
合

計
所
得
金
額
の
合
算
額
が
80
万
円
よ
り
大

き
い
方
。

お問い合わせ 介護保険課 ☎６２０・７４４２、ＦＡＸ６２０・７４１８へ

　介護保険のしくみや利用可能なサービスなどを知っていただくた
め、介護保険制度のパンフレットを発行しました。市役所1階高齢者
支援課、介護保険課、各事務所、地域包括支援センターで配布し
ていますので、ぜひ、ご活用ください。
　また、ご家族の介護や将来への備えなどに役立てていただくた
め、説明会を開催します。時間は各日とも、午後2時から4時まで。費
用は無料、事前の申し込みも不要です。直接会場へお越しください。

期日 会場 期日 会場
4月21日㈯ 横山南市民センター 5月20日㈰ 浅川市民センター
4月22日㈰ 石川市民センター 5月20日㈰ 中野市民センター
5月12日㈯ 大和田市民センター 5月26日㈯ 元八王子市民センター
5月13日㈰ 川口市民センター 5月26日㈯ 南大沢市民センター
5月19日㈯ 由木東市民センター 5月27日㈰ 長房市民センター
5月19日㈯ 台町市民センター 5月27日㈰ 北野市民センター

訪問介護（※生活援助）の時間区分の見直しのイメージ

※生活援助とは…掃除、調理、洗濯、買い物など家事の代行を行うサービス　　　　　　　　　　厚生労働省資料をもとに作成

　
福
祉
用
具
で
は
、「
介
助
用
ベ
ル
ト（
入
浴

介
助
用
以
外
の
も
の
）」と「
自
動
排
泄
処
理

装
置
」が
新
た
に
貸
与
の
対
象
に
加
わ
り
、腰

掛
便
座
の「
便
座
の
底
上
げ
部
材
」と「
自

動
排
泄
処
理
装
置
の
交
換
可
能
部
品
」が
購

入
の
補
助
対
象
に
加
わ
り
ま
し
た
。

　
住
宅
改
修
で
は
、「
通
路
等
の
傾
斜
の
解

消
」、「
転
落
防
止
柵
の
設
置
」が
新
た
に

介
護
保
険
の
段
差
解
消
工
事
の
対
象
に
加

わ
り
ま
し
た
。

　
福
祉
用
具
を
扱
う
福
祉
用
具
専
門
相
談

員
と
利
用
者
を
よ
く
知
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

と
の
連
携
を
強
化
し
、よ
り
利
用
者
の
状
態

に
応
じ
た
福
祉
用
具
を
選
定
す
る
た
め
、

福
祉
用
具
を
借
り
る
際
に
計
画
の
作
成
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
見
直
し
に
よ
り
、福
祉
用
具
専
門

相
談
員
が
作
成
し
た「
福
祉
用
具
貸
与
計

画
」に
沿
っ
て
福
祉
用
具
を
借
り
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。な
お
、福
祉
用
具
を
購
入
す
る

場
合
も
同
様
で
す
。問
い
合
わ
せ
は
介
護
保

険
課（
☎
６
２
０・７
４
１
６
、Ｆ
Ａ
Ｘ
６
２

０・７
４
１
８
）へ
。

◆
訪
問
介
護
や
通
所
介
護
の

　
時
間
区
分
の
見
直
し

◆
福
祉
用
具・住
宅
改
修
の
種
目

の
追
加
や
適
用
範
囲
の
拡
大

◆
福
祉
用
具
を
利
用
す
る
際
の

計
画
作
成
が
義
務
化

介
護
保
険
制
度
の
主
な
改
正
点
に
つ
い
て

◆
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
の
第
３
段
階
居

住
費
等
負
担
限
度
額
の
引
下
げ

新しい介護保険のパンフレットを発行し、説明会を開催

見直し前 見直し後（例）
○サービスの効率化
○利用者負担の軽減

○サービスの効率化
○利用者負担の軽減

2０分～45分程度の生活援助
2,059円（206円）/回

【時間区分：20分以上45分未満】
（比較的短時間のサービス）

60分～70分程度の生活援助
2,547円（255円）/回
【時間区分：45分以上】

（報酬上の適正な評価　＋97円）

６０分程度の生活援助
2,450円（245円）/回
（　）内は利用者負担

【時間区分：30分以上60分未満】

45分程度の生活援助×2回
2,059円（206円）×2回＝4,118円（412円）
（生活のリズムに合わせて複数回の訪問）

９０分程度の生活援助
3,113円（312円）/回
【時間区分：60分以上】

従来のサービスの継続

適切なプランの見直し


